
　　　　【歳出】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

【社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

国・県支出金 地方債 その他

引き上げ分の
地方消費税交
付金（社会保
障財源化分）

その他

総合社会福祉事業 39,499 0 0 0 6,903 32,596

障害者福祉事業 336,270 246,375 0 0 15,710 74,185

高齢者福祉事業 26,567 341 0 1,275 4,360 20,591

児童福祉事業 962,809 572,554 0 23,005 64,179 303,071

母子福祉・保健事業 59,691 34,661 0 0 4,374 20,656

小　　　　計 1,424,836 853,931 0 24,280 95,526 451,099

介護保険事業 160,753 0 0 0 28,092 132,661

国民健康保険事業 80,044 42,982 0 0 6,477 30,585

小　　　　計 240,797 42,982 0 0 34,569 163,246

後期高齢者医療事業 142,535 23,357 0 0 20,827 98,351

保健衛生事業 23,162 0 0 0 4,048 19,114

予防対策事業 83,878 70 0 3,000 14,121 66,687

小　　　　計 249,575 23,427 0 3,000 38,996 184,152

1,915,208 920,340 0 27,280 169,091 798,497

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

【用語解説】
　社会保障施策に要する経費：社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策に要する経費

　社会福祉：生計の困難な者や心身に障害のある者に対して必要な援助を行う等国民の生存権を確保することによって、国民
　　　　　　　　生活の内容を豊かならしめることを目的とした施策に要する経費
　　　　　　　　事例）児童福祉、児童福祉、母子福祉、高齢者福祉、障害者福祉　など

　社会保険：保険的方法によって社会保障を行う制度の総称であり、法令に基づき実施される「強制保険」的な制度
　　　　　　　　事例）国民健康保険、介護保険　など

　保健衛生：国民の健康を保つための施策に要する経費
　　　　　　　　事例）医療に係る施策、感染症その他の疾病の予防対策、健康増進対策　など

令和５年度市町村交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費その他社会保障施
策に要する経費
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